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乳 幼 児 予 防 接 種 予 診 票 
 

 

＊ この予診票は小学校就学前までに接種すべき予防接種を受け

る際に使用します。なくさないように保管しましょう。 

＊ 予診票を紛失した場合は、役場町民課健康推進係に申し出て

ください。 

 

 

 

 

 

お子さんの名前  

保 護 者 氏 名  

住 所 中泊町大字    字 

 

中  泊  町 
 



 

子どもの予防接種  
中泊町では、予防接種法に基づく定期予防接種を、個別接種で実施しています。 

予防接種の種類によって、接種方法や接種時期、回数、予診票の色などが異な

りますのでご注意ください。接種忘れのないように計画的に接種しましょう。 
 

【定期予防接種の種類（無料で接種できる予防接種）】 

●５種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ）●小児用肺炎球

菌●Ｂ型肝炎●ロタワクチン●ＢＣＧ（結核）●ＭＲ（麻しん、風しん）●水

痘（水ぼうそう）●日本脳炎●２種混合（ジフテリア、破傷風）●子宮頸がん

予防ワクチン 

 

＊ほかに任意予防接種(各自で接種する予防接種で有料)として、インフルエ
ンザ、おたふくかぜ などがあります。主治医と相談の上、接種しましょう。 

 

 

 

【予防接種を受ける際の注意】 
 
☆予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。日ごろからお子さんの

体質や体調など健康状態によく気を配りましょう。 

☆受ける予定の予防接種について、事前に説明書『予防接種と子どもの健

康』をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。 

☆予診票は子どもを診て接種する医師への大切な情報です。また予防接種

に対する同意書にもなります。責任をもって記入するようにしましょう。 

☆予防接種を受ける際、保護者以外の方が同伴する場合は委任状が必要と

なります。各予診票の裏面を記載し持参してください。 

 

【通知方法】個別通知はしません。本冊子の説明を参考に計画的に接種してくださ

い。 

 

【接種方法】 

 ①接種可能な年齢に達したら、事前に医療機関に連絡し、予約をとりましょう。 

 ②当日は予診票を記入し、マイナ保険証または資格確認書、母子健康手帳を必ず 

持参しましょう。 

  

【転出される場合】 

町外へ転出した場合（転出当日も含む）は、中泊町での接種対象外となります。 

接種方法については転出先の市町村にお問い合わせください。 



 

※中泊町のホームページにも予防接種に関する情報を掲載しています。情報は
随時更新していきますので、そちらもご覧ください。 

 その他、乳幼児健診等の情報も掲載しています。 
 
※お子さんのマイナンバーカードを取得すると、マイナポータルを通じて予防

接種歴等を閲覧することができます。 
[マイナポータルとは] 
 行政手続きの検索やオンライン申請ができる自分専用のサイトです。子育て
や介護をはじめとする行政手続きがワンストップでできたり、行政機関からの
お知らせを確認できたりします。利用には、マイナンバーカードの取得とイン
ターネットアクセス端末が必要です。 
 
マイナンバーカードの取得方法などはこちら↓ 
http://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/ 
 

■個別接種委託医療機関＊＊受診前に必ず予約をしておきましょう＊＊ 

医療機関名 電話番号 ※接種日時 予 約 

中里クリニック 
（0173） 

57‐3636 

毎週月～金曜日     ( 9:00～12:00)    
(15:00～17:00) 

※ロタワクチン、B型肝炎、BCG、子宮頸がん

予防ワクチンは実施しません 

7日前まで要予約 

中泊おの医院 
（0173） 

57‐5758 

毎週月・火・水・金曜日 (8:30～12:00) 
              (14:30～18:00) 

毎週木・土曜日      (8:30～11:30) 
※１歳未満の子には接種を行いません 

7日前まで要予約 

国保小泊診療所 
（0173） 

64‐2117 

毎週水曜日        (13:00～16:00) 
※ロタワクチンは実施しません 

7日前まで要予約 

かなぎ病院小児科 
（0173） 

53‐3111 
毎週月・木・金曜日  （9：00～10：00） 

3日前まで要予約 
（土・日・祝日を除く） 

受付時間 

9：00～16：00 

 

◇健康上の理由等緒事情により上記の委託医療機関で受けられない場合は、
他の医療機関でも受けられます。 

ただし、受診方法が異なりますので、事前に必ず役場町民課健康推進係
までご連絡ください。（連絡せずに受診した場合、無料で受けられない場
合がありますのでご注意ください。） 

 



 

■個別接種（委託医療機関で接種） 

種 類 標準的な接種年齢 
法律で定められた 

接種対象者 
回数 備 考 

（不活化） 

５種混合 
・ジフテリア 
・百 日 咳 
・破 傷 風 
・ポ リ オ 
・H i b 

1 期初回： 
開始は生後 2 月から 
生後 7 月に至るまで 

生後 2 月から 
生後 90 月に至る
まで 

3回 

生後 2 月に達したら早
めに接種しましょう。 
生後 12 月に至るまで
の間に 20 日以上、標
準的には 20 日から 56
日の間隔をおいて 3 回
接種してください。 

1 期追加： 
初回接種終了後 6月以 
上、標準的には 6月から 
18月までの間隔をおい 
て接種。 
 

生後 2 月から 
生後 90 月に至る
まで    

1回 
初回接種終了後、 
6 月を経過したらすみ
やかに接種しましょう。 

（不活化） 

小児用 
肺炎球菌 

初回接種： 
生後 2 月から 
生後 7 月に至るまで 
 

生後 2 月から     
生後 60 月に至る
まで 

3回 

生後 2 月に達したら早
めに接種しましょう。 
生後 24 月（標準的に
は生後 12 月）に至るま
での間に、27 日以上の
間隔をおいて 3 回接種
してください。 
ただし、初回 2 回目が
生後 12 月を超えた場
合は、初回 3 回目の接
種はしません。 

追加接種： 
初回接種終了後 60日 
以上の間隔をおいた後 
であって、生後 12月に 
至った以降、標準的には 
生後 12月から生後 15 
月に至るまでの間に接種 

生後 2 月から     
生後 60 月に至る
まで 

1回 

初回接種終了後 60日
以上の間隔をおいた後
であって、生後 12月に
至った以降にすみやか
に接種しましょう。 
 

《標準的な接種パターン以外》 
＊初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後 12月に至るまでの間

にある者は、生後 24 月（標準的には生後 12 月）に至るまでの間に 27 日以
上の間隔をおいて初回 2 回接種。追加接種については生後 12 月以降に、初
回接種終了後 60 日以上の間隔をおいて 1 回接種。 

＊初回接種開始時に生後 12 月に至った日の翌日から生後 24 月に至るまでの
間にある者は、60 日以上の間隔をおいて 2 回接種。 

＊初回接種開始時に生後 24 月に至った日の翌日から生後 60 月に至るまでの
間にある者は、1 回接種。 

 
 



 

     

種 類 標準的な接種年齢 
法律で定められた 

接種対象者 
回数 備 考 

（不活化） 
Ｂ型肝炎 

生後２月に達した時か
ら生後９月にするまで
の期間 

生後１歳に至る 
まで 

３回 

1 回目接種から 27 日以
上の間隔で２回目接種。
更に 1回目接種から 
139日以上の間隔をおい
て 3 回目接種してくださ
い。 

（経口生） 
ロタ 

ワクチン 

１価 ロタリックス 
出生６週０日後
～２４週０日後
まで 

２回 
27 日以上の間隔をおい
て２回接種してください。 

初回接種を生後２か月
～出生１４週６日後ま
でに行う 

５価 ロタテック 
出生６週０日後
～３２週０日後
まで 

３回 
27 日以上の間隔をおい
て３回接種してください。 

初回接種を生後２月～
出生１４週６日後まで
に行う 

（注射生） 
Ｂ Ｃ Ｇ 

生後 5 月に達した時か
ら生後 8 月に達するま
での期間 

生後１歳に至る 
まで 

1回 
生後 5 月に達したら早め
に接種しましょう。 

（注射生） 
麻 し ん 
風 し ん 
(ＭＲ)混合 

1 期： 
生後 12 月から 
生後 24 月に至るまで 

同左 1回 
生後 12 月に達したら早
めに接種しましょう。 

2 期： 
5 歳以上 7 歳未満の者 
で あって、小学校就学
の始期に達する日の 1
年前の日から当該始期
に達する日の前日まで
の間にある者 

 同左 1回 
小学校就学前、こども園
等の年長児が対象となり
ます。 

（注射生） 
水 痘  

生後 12 月から  
生後 36 月に至るまで 

(標準的には生後 12 月
から生後 15 月に至る
までに 1 回目を接種
し、１回目終了後 6 月
から 12 月の間隔をお
いて 2 回目を接種) 

生後 12 月から 
 生後 36 月に至る
まで 

（1 回目接種後 3
月以上の間隔を
あけて 2 回目を
接種する） 

2回 

生後 12 月に達したら早
めに接種しましょう 
1 回目接種後、標準的に
は 6 月から 12 月の間隔
をおいて2回接種してくだ
さい。 

 



 

 

種 類 標準的な接種年齢 
法律で定められた 

接種対象者 
回数 備 考 

（不活化） 
日本脳炎 

1 期初回： 
3 歳に達した時から 
4 歳に達するまで 

生後 6 月～ 
生後 90 月に至る 
まで 

2回 

3 歳に達したら早めに接
種しましょう。 
6 日以上、標準的に 6
日から 28日までの間隔
をおいて 2 回接種してく
ださい。 

1 期追加： 
4 歳に達した時から 
5 歳に達するまで 

(1 期初回 2 回目終了後、 
6 月以上、標準的には
おおむね 1 年を経過し
た時期で、4 歳に達し
た時から 5 歳に達する
までの期間） 

生後 6 月～ 
生後 90 月に至る 
まで 

1回 
1 期初回 2 回目終了
後、6 月以上の間隔を
おいて接種してください。 

２期： 
9 歳に達した時から 
10 歳に達するまでの  
期間 

9 歳以上 
 13 歳未満 

1回 

小学 3年生になったら、
役場町民課から予診票
が送付されます。 
 

（不活化） 

２種混合 
ジフテリア 
破 傷 風 

11 歳に達した時から 
12 歳に達するまでの 
期間 

11 歳以上 
13 歳未満 

1回 

小学 6年生になったら、
役場町民課から予診票
が送付されます。 
 

（不活化） 
子宮頸がん
予防ワクチン 

中学 1 年生 
小6～高 1相当の
女子 

3回 

小学 6 年生になったら、
役場町民課から予診票
が送付されます。 
 

 

 

《予防接種の接種間隔》（R2 年 10 月 1 日 定期予防接種実施要領改正による） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

＊ただし
・ ・ ・

同種類
・ ・ ・

のワクチン
・ ・ ・ ・

接種
・ ・

間隔
・ ・

に
・

ついて
・ ・ ・

は
・

それぞれ
・ ・ ・ ・

定められて
・ ・ ・ ・ ・

います
・ ・ ・

。 

  ご確認のうえ接種して下さい。 

 

（注射生）注射生ワクチン・（経口生）経口生ワクチン・（不活化）不活化ワクチン 

 

注射生ワクチン 27日以上おく 

制限なし 

注射生ワクチン 

不活化ワクチン 

経口生ワクチン 

注射生ワクチン 

不活化ワクチン 

経口生ワクチン 
注射生ワクチン 

制限なし 

不活化ワクチン 

経口生ワクチン 



 

■接種スケジュールの目安  

年 齢 種  類 回数 備 考 

 

２か月 

５種混合 1 期初回（不活化） ３回 
20 日以上、標準的には
20日から56日までの間
隔をおいて 3 回接種 

小児用肺炎球菌ワクチン 

（不活化） 
３回 

標準的には生後 12 月ま
でに、27 日以上の間隔
をおいて３回接種 

Ｂ型肝炎ワクチン（不活化） ３回 

標準的には生後８月ま
でに 27 日以上の間隔で
2 回接種。更に 1 回目接
種から 139 日以上の間
隔をおいて 3 回目接種 

ロタワクチン 

（経口生） 

１価 

ロタリックス 
２回 

標準的には、初回接種を
生後 2 か月～出生 14 週
6 日後までに行い、27
日以上の間隔をおいて
接種 

５価 

ロタテック 
３回 

５か月 

 ～８ヶ月 
ＢＣＧ（注射生） １回 

生後 1 歳に至るまでに
接種 

 

 

 

 

１歳 

麻しん・風しん混合 1 期 

 (注射生) 
１回 

生後 12 月から生後 24
月に至るまでに接種 

水痘（注射生） ２回 
生後 12 月から生後 36
月に至るまでに接種 

小児用肺炎球菌ワクチン 

追加（不活化） 
１回 

初回接種終了後 60 日以
上の間隔をおいた後で
あって、生後 12 月に至
った以降、標準的には生
後 12 月から生後 15 月
に至るまでの間に接種 

５種混合 1 期追加（不活化） １回 

1 期初回 3 回目終了後、
6 月以上、標準的には 12
月から 18 月までの間隔
をおいて接種 

３歳 日本脳炎 1 期初回（不活化） ２回 
6 日以上、標準的には 6
日から 28 日までの間隔
をおいて 2 回接種 

４歳 日本脳炎 1 期追加（不活化） １回 

1 期初回 2 回目終了後 6
月以上、標準的にはおお
むね 1 年を経過した時
期で、4 歳に達した時か
ら 5 歳に達するまでの
期間に接種 

（５歳）６歳 
麻しん・風しん混合 2 期 

 (注射生) 
１回 就学前年度に接種 



 

９歳 日本脳炎２期（不活化） １回 小学 3 年生に通知あり 

11 歳 ジフテリア･破傷風２種混合  (不活化) １回 小学 6 年生に通知あり 

13 歳 子宮頸がん予防ワクチン (不活化) ３回 小学 6 年生に通知あり 

□法律で定められた接種年齢を過ぎると無料で受けられなくなります。 

□法律で定められた接種間隔に留意し接種を受けるようにしてください。 

□麻しんと風しん両方に罹患（かかった）したことのある方は、麻しん、風しんワクチン接種が対象外

となります。役場町民課健康推進係にご連絡ください。 

麻しん、風しんどちらか一方罹患済みの場合でも、麻しん・風しん混合ワクチンの接種となります。 

 

 

【接種スケジュールの例】 

2

か

月

3

か

月

4

か

月

5

か

月

6

か

月

7

か

月

8

か

月

9

か

月

12

か

月

15

か

月

18

か

月

2

歳

3

歳

4

歳

5

歳

6

歳

7

歳

8

歳

9

歳

④

① ② ③

① ②
1価 ① ②
5価 ① ② ③

②
①

② ③

五種混合 ①②③

④9～12歳

（2期）
①11～12歳

（2期）

①②③

13～14歳

ワクチン

二種混合

子宮頸がん

①

① ②

日本脳炎

小児用肺炎球菌

B型肝炎

ロタウイルス

①

BCG

麻しん風しん

水痘

乳児期 幼児期 学童期

１０歳～

③

④

 

※このスケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示して

います。①、②などはワクチンの種類ごとに接種の回数を示しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防接種に関する相談・問い合わせは・・・ 

○中泊町町民課健康推進係 ☎0173ー57－2111（内線 1411～1415） 


